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平成２７年９月２８日

日本版アーツカウンシルの試行的な取組について

独立行政法人日本芸術文化振興会

理事 関 裕 行

１．独立行政法人日本芸術文化振興会（「振興会」）の概要

（１）沿革

昭和４１年 特殊法人国立劇場設立。国立劇場開場

平成 元年 現代舞台芸術に関する業務の追加

平成 ２年 芸術文化活動に対する助成業務の追加、芸術文化振興基金設置、

特殊法人日本芸術文化振興会に名称変更

平成１５年 独立行政法人に移行

（２）助成業務に係る個別法（「独立行政法人日本芸術文化振興会法」）の規定

【資料Ｐ６】

第３条、第１４条、第１６条、第１７条

（３）助成業務の実施体制【Ｐ３・４、資料Ｐ１０】

○ 芸術文化振興基金運営委員会【Ｐ６，資料Ｐ７、１４・１５】

← 業務方法書

○ 基金部

（４）助成の種類

① 芸術文化振興基金による助成（平成２年～）【資料Ｐ８・９】

② 文化芸術振興費補助金による助成（平成２１年～ 文化庁の補助金の執行）

【資料Ｐ９・１０】

平成２１年 「芸術創造活動特別推進事業」（舞台芸術等公演・映画製作）

平成２３年 「トップレベルの舞台芸術創造事業」と「映画創造活動支援事

業」に変更

c-tobita
資料２-１-１
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２．日本版アーツカウンシルの概要

（１）第３次基本方針の記述【資料Ｐ１９・２０】

① 目的

○ 文化芸術への支援策をより有効に機能させる

○ 文化芸術活動への支援に係る計画、実行、検証、改善（ＰＤＣＡ）サイクルを

確立する

② 方法

振興会における専門家による審査、事後評価、調査研究等の機能を大幅に強化し、

諸外国のアーツカウンシルに相当する新たな仕組みを導入する

③ 実施機関

振興会

（２）振興会の取組

① 振興会における検討【Ｐ２，資料Ｐ２０、４０～５０】

「文化芸術活動への助成に係る審査・評価に関する調査検討会」を設置

（平成２２年１２月～２３年６月）

② プログラム・ディレクター（ＰＤ）及びプログラム・オフィサー（ＰＯ）の配置

【Ｐ５、９～１１，資料Ｐ５】

○ ４分野（←「トップレベルの舞台芸術創造事業」の対象分野）

○ 「トップレベルの舞台芸術創造事業」を中心として、助成事業の実施に係るＰ

ＤＣＡサイクルの確立を目指す。

○ 財源は文化庁の補助金

③ 具体の取組【Ｐ１３～２６】

○ 審査基準の事前公表

○ 公演調査の充実

○ 事後評価の実施

○ 団体との意見交換 等



- 3 -

３．第３次基本方針に関する論点

（１）実施機関 ・・・ 独立行政法人である振興会【Ｐ７・８】

① 独立行政法人の基本的性格との関係

② 個別法との関係

第１４条第１項第１号及び第６号

③ 既存の事業実施スキームとの関係

（２）「文化芸術活動への支援に係るＰＤＣＡサイクル」（または「文化芸術活動のＰＤ

ＣＡサイクル」）とは何か【Ｐ３３】

３つの考え方

・ 助成事業の制度としてのＰＤＣＡ

・ 助成事業の実施・運用上のＰＤＣＡ

・ 助成を受ける団体のＰＤＣＡ

（３）「専門家」とは誰か【Ｐ５】

芸術文化振興基金運営委員会（運営委員１５人、専門委員１１３人）

↓

ＰＤ・ＰＯは、基金部に置かれる専門家。非常勤。

（参考）

ＰＤ ＰＯ 芸術文化振興基金運営委員会

主任文化財調査官 文化財調査官 文化審議会（文化財分科会）

主任教科書調査官 教科書調査官 教科用図書検定調査審議会

（４）強化すべき機能は何か

「審査」「事後評価」と「調査研究」の違い

↓

「助成事業の効果的・効率的運営に資するための調査研究」
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４．第４次基本方針に関する論点

（１）「本格導入」とは何か

（２）「必要な措置」とは何か

① 第３次→第４次の変化

（フェーズ） 試行的な取組 → 本格導入

（財源） 補助金 → 運営費交付金

② 必要な事項

ア 権限 ・・・ 個別法の改正

イ カネ ・・・ 予算措置

中期目標等の改正

ウ ヒト ・・・ 同上
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５．その他の論点

（１）助成事業の制度設計

文化芸術活動への支援に係るＰＤＣＡサイクルを確立する前提として

（２）助成を受ける団体のＰＤＣＡ（団体の意識改革等）

支援する側のＰＤＣＡと表裏一体のものとして、また、公的助成を受ける者の当然

の責務として

（３）日本版アーツカウンシルで取り扱うべき助成金の範囲

① 現状

② 文化庁の補助金に係る問題

ア 文化庁と振興会との役割分担

イ 振興会で執行すべきものうち、日本版アーツカウンシルで取り扱うべきもの

（４）ＰＤ・ＰＯの体制の強化

① 配置すべき分野

② 常勤／非常勤

（５）費用



○日本芸術文化振興会の沿革

昭和41年
•特殊法人国立劇場設立
•国立劇場開場

平成元年

•現代舞台芸術に関する業務を追加
• （平成9年）新国立劇場開場

平成2年
•芸術文化振興基金を設置
•特殊法人日本芸術文化振興会に名称変更

平成15年
•独立行政法人に移行

c-tobita
配布用

c-tobita
しろいろ

c-tobita
しろいろ

c-tobita
しろいろ

c-tobita
しろいろ

c-tobita
資料２-１-２



○独立行政法人日本芸術文化振興会法（抄）
（平成１４年法律第１６３号）

（振興会の目的）

第三条 独立行政法人日本芸術文化振興会（以下「振興会」という。）は、芸術家及び芸術に関する団体が行う芸
術の創造又は普及を図るための活動その他の文化の振興又は普及を図るための活動に対する援助を行い、
あわせて、我が国古来の伝統的な芸能（第十四条第一項において「伝統芸能」という。）の公開、伝承者の養
成、調査研究等を行い、その保存及び振興を図るとともに、我が国における現代の舞台芸術（同項において
「現代舞台芸術」という。）の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、その振興及び普及を図り、もって芸
術その他の文化の向上に寄与することを目的とする。

（業務の範囲）

第十四条 振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 次に掲げる活動に対し資金の支給その他必要な援助を行うこと。

イ 芸術家及び芸術に関する団体が行う芸術の創造又は普及を図るための公演、展示等の活動

ロ 文化施設において行う公演、展示等の活動又は文化財を保存し、若しくは活用する活動で地域の文化の振
興を目的とするもの

ハ イ及びロに掲げるもののほか、文化に関する団体が行う公演及び展示、文化財である工芸技術の伝承者
の養成、文化財の保存のための伝統的な技術又は技能の伝承者の養成その他の文化の振興又は普及を図
るための活動

二～五 （略）

六 前各号の業務に附帯する業務

２ （略）



運
営
委
員
会

舞台芸術等部会

文化財部会

音楽専門委員会

舞踊専門委員会

演劇専門委員会

伝統芸能・大衆芸能専門委員会

美術専門委員会

多分野共同等専門委員会

劇映画専門委員会

記録映画専門委員会

アニメーション映画専門委員会

映画祭等専門委員会

地域文化活動専門委員会

文化団体活動専門委員会

文化財保存活用専門委員会

映像芸術部会

第１分科会

第２分科会

地域文化・文化
団体活動部会

○芸術文化振興基金運営委員会 組織図



○文化芸術の振興に関する基本的な方針(第３次基本方針)(抄）
（平成２３年２月８日閣議決定）

第２ 文化芸術振興に関する重点施策

１．六つの重点戦略～「文化芸術立国」の実現を目指して～

重点戦略１：文化芸術活動に対する効果的な支援

文化芸術活動に対する支援の在り方について、実質的に赤字の一部を補塡する仕組みとなっているた
め、自己収入の増加等のインセンティブが働かないとの問題、審査・評価体制の不十分さといった助成面
の課題や、鑑賞機会等の地域間格差、地方公共団体における文化芸術予算の削減等の現状、さらには
「新しい公共」等近時の動向を踏まえ、これを抜本的に改善し、より適切かつ効果的な支援を図る。具体的
には、文化芸術団体への助成方法を見直し、文化芸術活動への支援に係る計画、実行、検証、改善
（PDCA）サイクルを確立することによって国としての支援策を有効に機能させるほか、民間や個人による支
援と文化芸術各分野における「新しい公共」の活動を促進する。また、国・地方において核となる文化芸術
拠点を充実する。

これらの取組によって、我が国の文化芸術水準の向上を図り、その成果を広く国民が享受できる環境を
整備する。

【重点的に取り組むべき施策】

◆ 文化芸術への支援策をより有効に機能させるため、独立行政法人日本芸術文化振興会における

専門家による審査、事後評価、調査研究等の機能を大幅に強化し、諸外国のアーツカウンシルに相

当する新たな仕組みを導入する。このため、早急に必要な調査研究を行うとともに、可能なところから

試行的な取組を実施する。



理事長

基金部

ＰＤ
ＰＯ

芸術文化振興基金
運営委員会
（委員１５名）

舞台芸術等部会
（運営委員４名
専門委員７名）

専門委員会

・音楽専門委員会 １０名
・舞踊専門委員会 １０名

・演劇専門委員会
第１分科会 ８名
第２分科会 ８名

・伝統芸能・大衆芸能

専門委員会 １０名

助成対象団体等

審査結果・事後評価結果
等のフィードバック、助言

相談

付託報告

付託報告

諮問

答申

独立行政法人
日本芸術文化振興会

助言

芸術文化振興基金
運営委員会

理事

芸術活動
助成課

※委員人数は平成２７年度の助成対象活動の
審査に係るもの

○ＰＤ・ＰＯの配置と審査体制



○文化庁作成の組織図

※第１回文化芸術への助成に係る新たな仕組みの在り方に関するワーキンググループ
（H23.9.29）資料より



現在（試行的な取組） 本格導入（案）

運営費
交付金

運営費
交付金

補助金

○第３次→第４次の変化（財源）



○現状（日本版アーツカウンシルで取り扱うべき助成金の範囲）

専門委員 ＰＤＰＯ

トップレベルの舞台芸術創

造事業（音楽、舞踊、演

劇、伝統芸能・大衆芸能）

○ ○
○

（全活動）

○

（全活動）
○

○

（全団体）
○

映画製作への支援 ― ○
試写確認

（全活動）
― ― ― ―

音楽、舞踊、演劇、伝統芸

能・大衆芸能
○ ○

△

（一部の活動）

△

（一部の活動）
―

△

（一部の団体）
○

美術 ― ○
△

（一部の活動）
― ― ― ―

映画祭 ― ○
△

（一部の活動）
― ― ― ―

地域文化・文化団体活動 ― ○
△

（一部の活動）
― ― ― ―

文化財 ― ○
△

（一部の活動）
― ― ― ―

審査基準の事

前公表

公演調査
事後評価

助成団体との

意見交換
調査研究

補

助

金

基

金

取組

対象事業

ＰＤＰＯ・調査

員の配置


